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2020年1月31日、インドネシア政府は、「経済活性化のための規定および税優遇措置に関する法律」（以

下「税オムニバス法」）の草案を議会に提出しました。本法案は、2020年優先的国家立法計画において、

政府（財務省、国務省、法務人権省によって代表される）と議会との間で議論される見込みです。 

インドネシアの主要な3つの税法に改正が加えられてから10年以上が経過しているため、成立した場

合、税オムニバス法は、インドネシアの税制に対する近年で最も重要な改正となります。提案されている

改正は、インドネシアで事業を行っている企業のほか、インドネシアの顧客を対象とするオンライン販売

を手がける多くの外国企業にも影響を与えることになります。インドネシアの税制をめぐる長年の懸念に

対する多くの「解決策」や企業寄りの措置、大幅な法人税率引き下げなどが含まれていることを考える

と、全体的に今回の改正は、インドネシアの納税者に歓迎されると思われます。 

これと釣り合いを取る形で、今回の改正には、現在インドネシア国内で納税実体を持たずに事業を行って

いるオンライン企業に課税したいという明確な意向が反映されています。 

本タックスアラートでは、主要な改正案の概要をご紹介します。今後いずれかの時点で、議会によって可

決された本法の最終版を詳しく検討する必要があります。 
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税オムニバス法によって影響を受ける法律は、少なくとも9件あります。興味深いことに、多くの本質的

な改正はこれら9件の法律に組み込まれるものではなく、これらの法律の運用が税オムニバス法によ

って変わることになります。影響を受ける法律は、以下のとおりです。 

1. 一般規則および課税手続きに関する法律（「UU KUP」） 

2. 所得税法（「UU PPh」） 

3. 付加価値税（VAT）法（「UU PPN」） 

4. 関税法（「UU Kepabeanan」） 

5. 物品税法（「UU Cukai」） 

6. 情報および電子商取引法（「UU ITE」） 

7. 資本投資法（「UU Penanaman Modal」） 

8. 地方税および地方賦課金に関する法律（「UU PDRD」） 

9. 地方政府法（「UU Pemerintah Daerah」） 

インドネシア政府は、税オムニバス法の目的は、投資の増大、より公正で平等なビジネス活動の促

進、人材の質の向上に資すると期待される税優遇措置を提供することによって、インドネシアの経済セ

クターを強化することにあると述べています。 

本アラートでは、税オムニバス法案の主要な側面を、当局の発表資料やメディア報道と同じように、 

いくつかの大まかなカテゴリーにまとめました。 

 

 
A. 投資対象国としてのインドネシアの魅力を高めることを目的とするもの 

1. 法人所得税率の引き下げ 

a) 法人納税者または恒久的施設（PE）に対する所得税率は現行の25％から、2021年度

と2022年度については22％に引き下げられ、2023年度以降はさらに20％に引き下げら

れます。 

b) 株式総数の少なくとも40％がインドネシア証券取引所（IDX）で取引されている、公開会

社に該当する国内法人納税者については、法人所得税率はさらに3％軽減 

されるため、2021年度と2022年度の法人所得税率は19％となり、2023年度以降は17％と

なります。 

法人所得税率の引き下げにより、前払税として控除される源泉税（すなわち、輸入品に対する

第22条源泉税と、国内利息およびロイヤルティに対する第23条源泉税）の税率も見直す必要

が生じます。見直しを行わなければ、税の過大納付が生じる可能性が高くなります。 

2. 配当金とその他のオフショア所得に対する所得税の撤廃 

法案は、配当金（インドネシア国内・国外の両方を源泉とするもの）と、インドネシア国内に再投

資される場合の特定の国外源泉所得について、新たな免税措置を定めています。これらの免

税措置の適用を受けるための手続きと再投資の期間については、後に制定される財務省規則

によって定められることになっています。新たな規則の実用性を理解するためには、この財務

省規則が不可欠となると思われます。 

a) 国内の法人納税者と個人納税者が国内企業から受け取った配当金は、かかる配当金

が一定期間、インドネシア国内で再投資されるならば、所得税が免税となります。これ

は、株式の25％以上を保有しているインドネシア企業から配当金を受け取っているインド

ネシア法人に対する現行の免税措置に取って代わります。再投資免税案の下で企業間

配当がどのように扱われるかは、今のところ不明です。 

b) 国内の法人納税者と個人納税者が国外企業から受け取った配当金は、国外企業が

上場しているか否かにかかわらず、かかる配当金が一定期間、インドネシア国内で再

投資されるならば、所得税が免税となります。国外PEからの税引後利益からの配当

金についても同様の措置が取られます。 
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c) 国外の非公開企業から受け取った配当金と国外PEの税引後利益については、 

配当金またはPEの利益がどの程度インドネシアに再投資されるかに応じて部分的 

または全面的な免税措置を受けることができます。どの場合においても、配当金また

はPEの利益の70％が免税となるものと思われます。残りの30％も、インドネシアに再

投資される限りにおいて、免税となります。たとえば、我々の解釈では、 

外国からの配当金100ドルについて、22ドルが再投資されることを納税者が証明できれ

ば、8ドルのみが課税所得に参入されることになります。 

この種の資本参加免税と支店利益免税は、インドネシアのクロスボーダー課税制度に

おける重要な変更となります。被支配外国企業（以下「CFC」）と外国税額控除に関する

規則をはじめとする現行のさまざまな規則も見直す必要が生じる可能性があり、全体

的な影響を理解するためには、改正の施行規則を理解しておく必要があります。本法

案の規定は、CFCからのみなし配当の時期と、再投資が行われる場合の免税措置を

定めることのみを意図している可能性があります。 

d) 国内の法人納税者と個人納税者がPEを有さない国外事業から受け取ったオフショ

ア所得は、かかる所得が一定期間、インドネシア国内で再投資され、かつ、以下の

条件を両方とも満たしているならば、所得税が免税となります。 

(i) 所得が積極的な国外事業から得たものであること。 

(ii) 海外子会社から得た所得ではないこと。 

e) 外国税額控除の観点から見ると、上記の形態の免税所得について源泉徴収された外国

所得税の扱いは、以下のとおりとなります。 

(i) 納付すべき所得税から控除することはできない。 

(ii) 所得に対する経費または損金として扱うことはできない。 

(iii) 還付を受けることはできない。 

3. 利子に対する第26条源泉税の税率引き下げ 

本法案は、利子に対する第26条源泉税の税率を現行の20％から引き下げ、将来の政府規則

によって規定すると定めています。第26条源泉税の税率引き下げは、利子（プレミアム、ディス

カウント、保証料を含む）に適用されます。 

4. タックス・ホリデイ、税額控除、スーパー控除、地方税優遇措置、経済特区（SEZ）などの特定

の税優遇措置に関する規則 

以前の発表において言及されていたように、税オムニバス法は、共通の法的枠組みに基づくさ

まざまな現行のインセンティブを一つにまとめるものです。提案されている税優遇措置は、以下

のとおりです。 

a) 以下のいずれかを行っている国内法人納税者には、所得税の減免という形で所

得税優遇措置が与えられます。 

(i) パイオニア産業への資本投資（タックス・ホリデイ） 

(ii) SEZ内の主要な事業セクターのための資本投資 

(iii) 特定の工業地域における工業地域開発管理 

(iv) 特定の工業地域への資本投資 

b) 国内法人納税者には、以下の支出に関して、総収益の減額という形で所得税優遇

措置が与えられます。 

(i) 特定の能力に基づく人材の養成および開発のためのアプレンティスシッ

プ（実地研修）、インターンシップ、教育活動（支出した費用の最大200％

のスーパー控除） 

(ii) インドネシア国内で一定期間行われる特定の研究開発活動（支出した

費用の最大300％のスーパー控除） 



4 | 税オムニバス法案  

c) 特定の労働集約型の産業部門において資本投資を行っている国内法人納税者に

は、資本投資額の最大60％について純収益の減額という形で所得税優遇措置が与

えられます。 

d) SEZの開発管理を手がける国内法人納税者、SEZに投資した国内法人納税者、ま

たは特別工業地区に投資した国内法人納税者に与えられる所得税優遇措置。この

所得税優遇措置は、以下の形で与えられます。 

(i) 資本投資総額の最大30％について、 

純収益の減額 

(ii) 減価償却および償却の前倒し 

(iii) 5年超10年未満の欠損金繰越期間 

(iv) 非居住者に支払われた配当金について10％の軽減税率（または適用

される租税条約税率） 

上記の優遇措置は、主要な事業活動への資本投資またはSEZ内でのその他の

活動が対象となります。 

e) 国際市場で取引される外国通貨建ての国債に関する所得税優遇措置。この所得

税優遇措置は、以下に対する所得税の減免という形で与えられます。 

(i) 国際市場で取引される国債の利子および割引額 

(ii) 国際市場における国債の発行や買い戻し／ 

交換に関する第三者のサービス料 

f) 国家経済を支えるための地方税優遇措置。与えられる税優遇措置は、地方税の

控除や減免という形で行われます。 

g) 国家規模で高い優先順位を与えられている特定の産業部門や特定の地域に投

資している投資家には、税額控除のインセンティブが与えられます。 

 
 

B. より公正で平等なビジネス活動の促進を目的とするもの 

1. 国外の販売者または商取引プラットフォームに課せられるデジタル取引税 

税オムニバス法案は、非インドネシア系事業者によるインドネシアへのオンライン販売に

対する課税における明確な転換を定めています。eコマースに関する2019年の規則と合わ

せると、これらの取引に課税するための制度一式が本規定案の下で整備される 

ことになります。しかし、これらの措置の実施は、今後の施行規則にかかっています。 

a) 国内納税者によって行われる電子システムを通じた取引（以下「PMSE」）に対する所

得税とVATの課税は引き続き、所得税法とVAT法の一般規定に従って行われること

になります。 

b) インドネシア関税地域（以下「ICA」）外からの電子システムを通じた無形の課税

対象物品や課税対象サービスの利用に対するVATの課税は、以下のとおりとな

ります。 

(i) 原則として、VAT課税はVAT法の規定に従って行われます。 

(ii) ICA外からの無形の課税対象物品や課税対象サービスのICA内利用に対

して課せられるVATの徴収、納付および申告は、大臣の指定を受けた、国

外の販売者、国外のサービス提供者、国外の電子システムを通じた取引

の運営者（以下、「PPMSE」）と現地のPPMSEが行います。 
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(iii) 国外の販売者、国外のサービス提供者と国外のPPMSEは、納付すべき

VATの徴収、納付および申告のためにインドネシア国内の代理人を任命

することができます。 

(iv) 国外の販売者とは、電子システムを経由してICA内の商品購入者と取引

するICA外に居住する個人または法人をいいます。 

(v) 国外のサービス提供者とは、電子システムを経由してICA内のサー

ビス利用者と取引するICA外に居住する個人または法人をいいま

す。 

(vi) 任命の手続きとVATの徴収、納付および報告の手続きは今後、大臣

規則によって詳しく規定されます。 

 
 

c) 特定の条件を満たす国外納税者によって行われたPMSE活動に対する所得

税または電子取引税（以下「ETT」）の課税： 

(i) 重要な経済的存在の基準を満たす国外の販売者、国外のサービス提供者

と国外のPPMSEは、恒久的施設（以下「PE」）として扱われ、所得税の課税

対象となる可能性があります。 

(ii) 重要な経済的存在には、以下の形態があります。 

• 一定の金額を超える連結グループ売上高 

• 一定の金額を超えるインドネシア国内での売上高 

• 一定の人数を超えるインドネシア国内でのデジタルメディ

アのアクティブユーザー 

(iii) 租税条約の適用によって所得税を課すことができない場合、重要な経済

的存在の基準を満たす国外の販売者、国外のサービス提供者と国外の

PPMSEには、ETTが課税されます。 

(iv) ETTは、直接的か国外のPPMSEを経由してかを問わず国外の納税者に

よって行われる、インドネシア国内の購入者または利用者へのPMSEを通

じたインドネシア国外からの商品やサービスの販売に課せられます。 

(v) 所得税またはETTの納付と申告は、国外の販売者、国外のサービス

提供者と国外のPPMSEによって行われます。 

(vi) 国外の販売者、国外のサービス提供者と国外のPPMSEは、所得税また

はETTに関する義務を果たすために、インドネシア居住の代理人を任命

することができます。 

(vii) 所得税とETTを計算するための税率、課税標準および手続きは今後、

政府規則によって詳しく規定されます。 

(viii) 重要な経済的存在の基準に関する規定、所得税とETTの納付と申告の

手続き、代理人の任命の手続きは今後、大臣規則によって詳しく規定

されます。 

規則の最終的な実施の多くの側面は、施行規則の発行にかかっています。インドネシアが

上記の一方的なアプローチを実施する前に、これらの問題点を解決するための多国間の取

り組みを模索するのか、する場合はどのぐらいの期間になるかは、現時点では不明です。 
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2. 中央政府が単一の地方税率を規定 

a) 現在は、各地域が地方税の税率をそれぞれ定めることができます。本法案は、中央政

府が地方税と地方賦課金について単一の税率を定め、全国的に実施することができ

ると定めています。 

b) 中央政府が、事業のしやすさの妨げとなっている地方税と地方賦課金を監視し、評価

することができます。 

3. 政府が物品税課税品の種類を追加または削減できるようになる 

物品税の対象となる商品の種類の追加または削減は今後、政府規則によって詳しく規定され

ます。 

 
 

C. 人材の質向上を目的とするもの 

イノベーションを促進するために、政府は、海外からインドネシアに来て働く専門家や専門職

の従事者の人数を増やす意向です。したがって、政府は、特定の個人に対する課税を、全

世界所得課税からテリトリアル課税方式に変更することを提案しています。 

しかし、本法案はまた、税務上の居住性の定義に国籍の概念を導入するものであり、インドネシア

国民が税務上の居住性を否定することを難しくする可能性があります。 

1. インドネシア国外に居住するインドネシア国民への所得税の課税 

インドネシア国外での居住日数が12カ月間で183日を超えるインドネシア国民に対する所得税上の居住規則は、 

以下のとおりです。 

a) 個人は一般に、居住者納税者として扱われます。 

b) 居住地や主要な活動地、常用の住居のある地、課税上の地位などの一定の条件

を満たしている場合、非居住者納税者としての扱いを受けることができます。 

2. インドネシアに居住する外国人への所得税の課税 

インドネシアでの居住日数が12カ月間で183日を超える外国人に対する所得税の課税は、 

以下のとおりです。 

a) 個人は、居住者納税者として扱われ、インドネシア国内と国外から稼得または受領し

た所得はすべて、所得税の対象となります。 

b) 以下の両方に該当する場合、個人がインドネシアで稼得または受領した所得の

みが所得税の対象となります（すなわち、テリトリアル方式）。 

(i) 特定の専門技能（大臣規則に基づき決定される）を有していること 

(ii) 居住者納税者になってから4年以内であること 

c) 2(b)項に記載する外国人が「インドネシアで稼得または受領した所得」の定義には、

どのような名称や形態であれインドネシア国内で実施され、インドネシア国外で支払

われる雇用、サービスまたは活動に関連して稼得または受領した所得が含まれま

す。 

d) テリトリアル方式は、インドネシア国外からの所得に関して、インドネシアと条約相手

国との間の租税条約に基づく便益を利用している外国人には適用されません。 
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D. 自主的な遵守を促すことを目的とするもの 

自主的な遵守を促すために、政府は、税、関税、物品税の管理のいくつかの領域を見直す意向で

す。 

 
 

1. 控除可能な仕入VATに関する規定 

控除可能な仕入VATに関する規定は、より柔軟性の高いものとなります。これは、 

以下の状況において、多くの納税者に歓迎されると予想されます。 

a) 同じ税期間中にまだ売上VATと相殺されていない控除可能な仕入VAT：仕入VAT

は、VATインボイスが作成された税期間の終了後、最大3税期間まで控除すること

が可能です。ただし、まだ費用計上されておらず、課税対象物品または課税対象

サービスの取得原価として資産計上されていないことが条件となります。 

b) VAT課税事業者として認定される前の購入に係る仕入VAT：仕入VATは、徴収す

べき売上VATの最大80％と相殺することができます。これにより、VAT登録手続き

前の仕入VATの還付請求が簡素化されます。現行の規則では、この措置は可能

ではありません。しかし、売上VATがどの税期間に帰属するかを特定することが必

要になります。 

c) 課税対象物品や課税対象サービスの取得に係る仕入VATで、VATインボイスが

VAT法第13条(5)(b)に定める正式な要件を満たしていないもの：課税対象物品の購

入者または課税対象サービスの受け手の名前とID番号（「NIK – Nomor Induk 

Kependudukan」）がVATインボイスに記載されており、仕入VATが控除可能な仕入

VATの要件を満たしているならば、個人のVAT課税事業者は仕入VATを控除する

ことができます。 

d) 月次VAT申告書では申告されていないが、税務調査中に自主的に開示された、ま

たは発見された購入に係る仕入VAT：仕入VATが控除可能な仕入VATの要件を

満たしているならば、VAT課税事業者は仕入れVATを控除することができます。こ

れにより、VATに関する税務調査の結果がより公正なものになると思われます。 

e) 税務査定書によって課せられる購入に係る仕入VAT：税査定額が納付さ

れ、法律上の異議申し立てがそれ以上なされることはなく、仕入VATが控除

可能な仕入VATの要件を満たしているならば、税務査定書に 

記載されているVAT額（加算税や利子税を含まない）が控除できる仕入VATとなり

ます。 

f) 事業開始前の段階にあるVAT課税事業者の購入に係る仕入VAT： 

(i) 仕入VATは、控除可能な仕入VATの要件を満たしているならば、控除す

ることができます。 

(ii) ある税期間中に、控除可能な仕入VATが売上VATを上回る場合、差額は

過払い税となり、次の税期間で補正されて会計年度末に還付を受けるこ

とができます。 

(iii) 仕入VATが最初に控除されてから3年以内にVAT課税事業者が、その仕入

VATに関連する課税対象物品や課税対象サービスの提供や輸出を行って

いない場合、その3年間に控除された仕入VATは控除不能となり、還付金

を国家に返納する必要が生じる可能性があります。この3年の期限は、特

定の業種については延長することができます。 

(iv) 控除不能となる3年の期限は、仕入VATが控除されてから3年以内に事業

を清算したVAT課税事業者、VAT課税事業者資格の取消し、または職権

上のVAT課税事業者資格の取消しにも適用されます。 
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しかし、条文と提示された例は、仕入VATが控除可能となるためには、売上VATと仕入

VATとの間に直接的な相関関係が存在しなければならないことを示唆しているように思

われます。たとえば、履物メーカーがサンダルを製造するために購入したものの、 

後にサロン（訳注：インドネシアなどで着用される腰に巻く衣類）しか製造せず、規定の3年

の間に一度もサンダルを製造しなかった場合、サンダルを製造するための機械に対する仕

入VATを控除することはできません。 

 
 

2. 市場金利を参照した加算税 

本法案は、24カ月を上限として、現行では月利2％で課せられる加算税の税率の変更を提案

しています。本法案は、さまざまな加算税の税率を取り上げています。税率はすべて、財務省

によって決定される月利に基づいて計算されますが、状況に応じてさまざまな上乗せが加え

られます。これらの加算税は、最大24カ月適用され、1カ月未満でも1カ月として計算されま

す。 

a) 以下に対しては、指標金利を12で割った税率が適用されます。 

(i) 過少納税査定書または加算税査定書に基づく過少納税額の納付

遅延 

(ii) 更正税務査定書、税務異議申立書、不服申立てに対する決定または司

法審査決定に基づく過少納税額の納付遅延 

(iii) 分割納税決定または納税延期決定に基づく過少納税 

(iv) 年次納税申告書の期限延長時に納付すべき税額と最終年次納税申告

書に基づき納付すべき税額との差額に基づく過少納税 

b) 以下に対しては、指標金利に5％を上乗せして12で割った税率が適用されます。 

(i) 月次納税申告書に基づき納付すべき税額の納付遅延 

(ii) 年次納税申告書に基づき納付すべき税額の納付遅延 

(iii) 年次納税申告書の修正による過少納税 

(iv) 月次納税申告書の修正による過少納税 

(v) 徴税通知書に記載された年次納税申告書上の過少納税 

(vi) 税務署による評価で指摘されたタイプミスまたは計算間違いを原因とする 

徴税通知書に記載された過少納税 

(vii) 本税オムニバス法第9条(11)に基づく営業開始前のVAT課税事業者

による控除不能の仕入VATの控除・還付分の返納 

c) KUP法第8条(4)に基づく税務調査中の納税申告書における虚偽記載から生じた

過少納税額に対しては、指標金利に10％を上乗せして12で割った税率が適用さ

れます。 

d) 以下に対しては、指標金利に15％を上乗せして12で割った税率が適用されます。 

(i) 税務調査および検証手続きの結果発行された税務査定書に記載さ

れた過少納税、または納税者番号もしくはVAT課税事業者資格が職

権上与えられた場合の過少納税 

(ii) 本税オムニバス法第9条(13)に基づく営業開始前のVAT課税事業者による

控除不能の仕入VATの控除・還付分の返納遅延を理由とする税務査定書 
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3. VATインボイスに関連する罰金の引き下げ 

税金に関する罰金についての規定が調整され、以下については罰金の率が課税標準の1％に 

（現行の2％から）引き下げられます。 

a) VAT課税事業者として認定されたにもかかわらず、VATインボイスを発行していない、 

またはVATインボイスの発行が遅れている事業者 

b) VAT課税事業者として認定されたにもかかわらず、VAT法第13条(5)および第13条

(6)に定める要件を満たす形でVATインボイスに記入していない事業者 

c) VAT法に基づきVATの課税対象となるにもかかわらず、VAT課税事業者として認定を 

受けるための登録を行っていない事業者 

 

 
4. 関税に関する罰金の引き下げ 

関税に関する罰金についての規定が調整され、関税に関する罰金が減額されます。この

結果として全体的に、場合によっては現行最大1,000％とされている罰金が減額されます。 

a) 以下については、納付すべき輸入関税の100％以上400％以下の罰金が適

用されます。 

(i) 輸入関税を計算するための関税課税価格を正確に開示せず、結果的に輸

入関税の過少納付が生じた輸入者 

(ii) 取引価格を正確に開示せず、結果的に輸入関税の過少納付が生じた輸

入者 

(iii) 輸入申告書（「PIB」）において輸入品の種類や量を正確に開示せず、結果

的に輸入関税の過少納付が生じた輸入者 

b) 輸出申告書（「PEB」）において輸出品の種類や量を正確に開示せず、結果的に輸出

関税が過少納付となった輸出者には、納付すべき輸出関税の100％以上400％以下

の罰金が適用されます。 

c) 関税法に定める輸入関税の減免要件を満たしていない人（たとえば、外交官の

身分のない人）には、納付すべき輸入関税の100％以上200％以下の罰金が適

用されます。 

d) 以下については、物品税の課税価格の2倍以上5倍以下の罰金が 

適用されます。 

(i) 徴収不能の物品税に関する規定に違反した物品税課税品の製造者、倉

庫事業者、輸入者その他の者 

(ii) 物品税の免除に関する規定に違反した物品税課税品の製造者、倉庫事

業者、輸入者その他の者 

(iii) 所有する工場または倉庫において、物品税課税品の不足または過剰が発

見された製造者または倉庫事業者 

(iv) 物品税課税品の輸送条件を満たさない者 

(v) 物品税印紙またはその他の納付表示を義務付けられたとおりに貼付して

いない物品税課税品の製造者または輸入者 

(vi) 物品税印紙またはその他の納付表示の貼付による物品税の納付に

関する要件に違反している物品税課税品の製造者、輸入者、流通業

者または小売業者 
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5. 市場金利を参照した関税の加算税 

関税の加算税の調整により、関税の加算税は、財務大臣

によって決定された月利（指標金利に10％を上乗せして12

で割ったもの）を参照して算定されます。この加算税は、以

下に適用されます。 

a) 輸入関税と関税に関する罰金の支払い義務 

の延期 

b) 関税法に基づき国家に納付すべき関税または物品

税の未払いまたは過少納付 

c) 納付すべき物品税の納付遅延、物品税と 

物品税に関する罰金の過少納付 

6. 市場金利を参照した関税の還付加算金 

税金および関税に関して納税者に還付される還付加

算金は、24カ月（1カ月未満でも1カ月として計算）を 

上限として、財務大臣によって決定された月利（指標金利

を12で割ったものに基づく）を参照して算定されます。 

関税の還付加算金は以下に適用されます。 

a) 関税法に基づく国家に対する請求金の未払いまた

は過少還付 

b) 保証金が現金で支払われ、保証金の返還が、異議

申し立てが認められてから30日以上経った後に行

われた場合 

c) 物品税の還付が、過大納付の決定が下されてから30

日以上経った後に行われた場合 

 

 

 
E. 経過規定 

1. 上記のD.2項とD.3項において言及している加算税は、本

法の制定後に発行される徴税通知書および過少納税査

定書に適用されます。 

2. 上記のD.6項において言及している還付加算金は、本

法の制定後に発行される還付加算金決定書に適用さ

れます。 

3. 事業年度が暦年度と一致しない国内法人納税者とPEに

ついては、以下の規定が適用されます。 

a) 事業年度が2020年1月1日以降2020年7月1日以前

に開始する納税者については、法人所得税は現行

の法人税法に基づく税率で計算されます。 

b) 事業年度が2020年7月2日以降に開始する納税者に

ついては、法人所得税は本オムニバス法に基づく税

率で計算されます。 

4. 本オムニバス法が制定された時点で、 

a) 国内納税者になってからのインドネシア在住期間

が4年を超える外国人については、上記C.2項(b)に

基づくテリトリアル方式は適用されません。 

b) 国内納税者になってからのインドネシア在住期間

が4年未満の外国人については、4年の期限は、

居住者納税者になった時点を起点として計算さ

れます。 

c) KUP法、所得税法、VAT法、関税法、物品税法、

PDRD法は、本オムニバス法に抵触しないなら

ば、引き続き効力を有します。 

d) 所得税優遇措置について定める法律に基づく規

定で、本オムニバス法の制定より前に効力を有し

ていたものは、本オムニバス法に抵触しないなら

ば、引き続き効力を有します。 

e) 地方税と地方賦課金に関する草案を評価する手続

きに関連する規定は、それらの規定が本法に取っ

て代わられず、本法に抵触しないならば、引き続き

効力を有します。 

f) 税金に関する行政処罰について定めるKUP法の

規定は、廃止されます。 

g) 配当金への所得税課税について定める所得税法の

規定は、廃止されます。 

h) 仕入VAT控除の扱いについて定めるVAT法の

規定は、廃止されます。 

i) 物品税課税品の種類を追加または削減する物品

税法における規定は、廃止されます。 

j) 地方税について与えられる税優遇措置と地

方税の評価手続きに関するPDRD法の規定

は、廃止されます。 

k) 関税に関する行政処罰について定める関税法の

規定は、それらが行政処罰の規模に関連している

場合、廃止されます。 

 
 

5. VAT課税事業者が本オムニバス法制定後に、本オムニ

バス法制定前の税期間に係る 

a) 月次VAT申告書を提出する 

b) 月次VAT申告書を修正する 

c) 税務当局の税務調査を受ける 

場合、仕入VATは本オムニバス法に基づく規定に従って控

除されます。 
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